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海外労働事情

　

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
諸
国
で
は
、
格
差
拡
大
や
最

低
限
の
生
活
保
障
が
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ど

の
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
す
べ
て
の
国
民

が
人
間
ら
し
い
最
低
限
の
生
活
を
お
く
れ
る

よ
う
に
す
る
た
め
の
対
策
と
し
て
、
法
定
最

低
賃
金
の
引
き
上
げ
や
確
実
な
遵
守
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
各
地
の
最
低
賃
金
が

前
年
比
一
〇
％
か
ら
七
〇
％
程
度
の
上
昇
で

行
わ
れ
て
い
る
。
労
組
が
高
い
水
準
の
賃
金

を
求
め
て
デ
モ
を
行
っ
て
お
り
、
と
き
に
は

全
国
規
模
の
ス
ト
に
発
展
し
て
い
る
。
タ
イ

で
は
二
〇
一
二
年
の
四
月
に
バ
ン
コ
ク
で
最

低
賃
金
が
従
来
の
二
一
五
バ
ー
ツ
か
ら
三
〇

〇
バ
ー
ツ
に
引
き
上
げ
ら
れ
、
他
の
地
域
で

も
四
〇
％
程
度
の
引
き
上
げ
が
行
わ
れ
た
。

二
〇
一
三
年
の
一
月
一
日
か
ら
全
国
一
律
で

の
三
〇
〇
バ
ー
ツ
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。
マ
レ
ー
シ
ア
で
は
長
ら
く
最
賃
制
度
の

導
入
が
見
送
ら
れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
三
年

の
一
月
一
日
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
ほ
ど
国
際
労
働
財
団（
Ｊ
Ｉ
Ｌ
Ａ
Ｆ
）

が
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
五
カ
国
か
ら
労
働
組
合
関

係
者
を
招
聘
し
、
各
国
の
最
低
賃
金
の
動
向

を
報
告
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
一
一
月
二
八

日
に
開
催
し
た
（
写
真
）。
対
象
と
な
っ
た

五
カ
国
の
う
ち
四
カ
国
に
つ
い
て
の
報
告
を

紹
介
す
る
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
労
働
組
合
総
連
合
会
（
Ｃ
Ｉ

Ｔ
Ｕ
）

金
属
労
働
者
連
盟
副
委
員
長

オ
ー
リ
ア
・
ハ
フ
ィ
ズ
・
オ
ス
マ
ン

　
背
景
―
経
済
危
機
後
の
後
遺
症

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
法
律
で
は
「
最
低
賃
金

は
生
産
性
や
経
済
成
長
を
考
慮
し
な
が
ら
、

適
正
な
生
活
水
準
を
維
持
す
る
の
に
必
要
な

賃
金
で
あ
る
べ
き
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る

（
１
）。
ま
た
、適
正
な
生
活
水
準
費
と
は
「
単

身
の
労
働
者
が
一
カ
月
間
、
人
間
ら
し
い
生

活
を
す
る
の
に
必
要
な
費
用
」
と
定
義
が
さ

れ
て
い
る（
２
）。
し
か
し
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

の
ほ
と
ん
ど
の
労
働
者
は
、
自
分
が
人
間
ら

し
い
生
活
を
維
持
で
き
て
い
る
と
は
実
感
し

て
い
な
い
。

　

な
ぜ
人
間
ら
し
い
生
活
を
実
感
で
き
な
い

の
か
。
ま
ず
、
一
九
九
八
年
に
経
験
し
た
経

済
危
機
の
後
遺
症
が
二
〇
〇
二
年
ご
ろ
ま
で

残
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ル
ピ
ア

の
価
値
が
急
激
に
下
落
し
物
価
が
急
騰
し
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
賃
金
は
従
来
の
ま
ま

だ
っ
た
。
ま
た
、
政
府
は
賃
金
抑
制
政
策
を

と
っ
て
い
る
上
に
、
外
国
か
ら
の
投
資
を
積

極
的
に
誘
致
し
よ
う
と
非
常
に
低
い
水
準
に

最
低
賃
金
を
抑
え
る
外
国
投
資
優
遇
政
策
を

実
施
し
て
い
る
。
最
低
賃
金
は
実
際
に
必
要

な
生
活
費
を
下
回
る
水
準
で
設
定
さ
れ
て
き

て
お
り
二
〇
一
〇
年
ま
で
同
じ
状
況
に
あ
っ

た
。
二
〇
一
一
年
お
よ
び
二
〇
一
二
年
に
は
、

ジ
ャ
カ
ル
タ
や
ベ
カ
シ
地
区
に
お
い
て
い
わ

ゆ
る
「
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
水
準
」
の
最
低

賃
金
が
導
入
さ
れ
た
。し
か
し
、他
の
ほ
と
ん

ど
の
地
域
で
は
最
低
賃
金
は
い
ま
だ
に
必
要

な
最
低
限
の
生
活
費
を
下
回
る
状
況
に
あ
る
。

ASEAN諸国における最低賃金の動向

――ＪＩＬＡＦ国際シンポジウムから

<Focus>

図表：各国の最低賃金水準

インドネシア（ジャカルタ首都圏) ２２０万ルピア 月額 １９３１６円

タイ（バンコク） ３００バーツ 日額 ８３１円

フィリピン（マニラ首都圏） ３８２ペソ 日額 ７８７円

マレーシア（半島部） ９００リンギット 月額 ２４９０６円

ベトナム（ホーチミン市各地区） ２００万ドン 月額 ８１４０円

注１：２０１３年１月現在（予定）
注２：月額と日額が混在している。
注３：�円価について、タイ及びフィリピンの換算レートはみずほ銀行ホームページ２０１２年１２月3日現在のＴＴＭレートを用い

た。その他の通貨については公式のレートはないため各種レートを参照し参考として記載した。
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最
賃
を
め
ぐ
る
課
題
―
人
間
ら
し
い
生
活
の

た
め
の
基
準
づ
く
り

　

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
は
、
州
、
地
区
、
そ
し

て
市
の
レ
ベ
ル
で
賃
金
委
員
会
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
地
域
ご
と
に
三
者
構
成
の
物

価
調
査
委
員
会
が
あ
り
適
正
生
活
需
要（
３
）

及
び
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
を
算
出
す
る
。
結

果
は
州
知
事
に
報
告
さ
れ
最
低
賃
金
の
決
定

の
参
考
基
準
と
な
る
。
最
終
的
に
は
企
業
の

生
産
性
、
経
済
成
長
、
グ
ロ
ー
バ
ル
市
場
、

労
働
市
場
な
ど
が
考
慮
さ
れ
て
最
賃
を
決
定

す
る
こ
と
に
な
る
。

　

最
賃
に
よ
っ
て
人
間
ら
し
く
生
活
が
で
き

る
よ
う
に
制
度
を
改
善
す
る
た
め
、
労
働
組

合
は
政
府
に
対
し
て
、
①
適
正
生
活
需
要
を

決
定
す
る
た
め
の
物
価
調
査
品
目
を
現
行
の

六
〇
品
目
か
ら
、
八
六
～
一
二
二
の
間
に
変

更
す
る
こ
と
、
②
最
低
賃
金
を
人
間
ら
し
い

生
活
を
営
む
に
必
要
な
費
用
に
見
合
う
も
の

に
引
き
上
げ
る
こ
と
、
③
産
業
別
の
最
低
賃

金
を
一
般
最
低
賃
金
よ
り
一
〇
％
上
に
設
定

す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
国
レ
ベ
ル
で

は
労
働
大
臣
と
の
交
渉
を
行
い
、
州
や
地
区
、

市
の
レ
ベ
ル
で
は
賃
金
決
定
委
員
会
と
の
話

し
合
い
の
場
を
持
っ
て
い
る
。
話
し
合
い
に

よ
っ
て
一
定
の
成
果
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
、

デ
モ
や
抗
議
活
動
、
あ
る
い
は
全
国
ス
ト
ラ

イ
キ
な
ど
の
手
段
を
と
っ
て
い
る
。
労
働
組

合
は
二
〇
一
二
年
に
入
っ
て
か
ら
最
低
賃
金

を
め
ぐ
る
デ
モ
や
ス
ト
を
七
月
、
一
〇
月
、

一
一
月
の
三
回
行
っ
た
。
一
〇
月
三
日
の
ス

ト
は
全
国
規
模
へ
と
発
展
し
た
。

　

タ
　
　
イ

タ
イ
電
子
・
電
気
機
器
・
自
動
車
・
金
属
労

働
組
合
総
連
合
会
（
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
）
安
全
部
長

ト
ラ
イ
ラ
ッ
ト
・
ジ
ュ
ー
ジ
ャ
ル
ー
ン

最
賃
の
背
景

　

タ
イ
の
社
会
は
格
差
が
大
き
く
な
っ
て
お

り
、
貧
困
層
は
約
一
千
万
人
と
言
わ
れ
全
人

口
の
一
五
％
に
相
当
す
る
。
最
富
裕
層
（
収

入
の
上
位
一
〇
％
）
が
収
益
の
三
八
・
四
％

を
占
め
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
位
一
〇
％

最
貧
困
層
は
収
益
の
一
・
六
九
％
し
か
得
て

い
な
い
。
最
富
裕
層
と
最
貧
困
層
の
間
に
は

二
二
倍
の
収
入
格
差
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

　
最
賃
決
定
の
四
要
素
と
適
切
性
の
判
断
基
準

　

タ
イ
に
お
け
る
最
低
賃
金
は
次
の
四
つ
の

プ
ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
①
政
労

使
の
三
者
構
成
に
よ
る
委
員
会
、
②
労
使
に

よ
る
協
議
を
経
て
締
結
さ
れ
る
労
働
協
約
、

③
政
府
の
政
策
に
よ
る
決
定
、
④
マ
ー
ケ
ッ

ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
。
ま
た
、
最
賃
の
適
切
性

を
判
断
す
る
指
標
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。
①

個
人
消
費
＝
必
要
経
費
で
あ
る
食
費
、
飲
料

代
、
家
賃
、
公
共
費
、
社
会
保
険
外
の
医
療

費
、
薬
代
、
交
通
費
な
ど
、
②
ゆ
と
り
あ
る

個
人
消
費
＝
個
人
消
費
に
加
え
て
、
住
居
の

ロ
ー
ン
支
払
い
、宗
教
に
関
連
す
る
寄
付（
仏

教
の
祭
事
の
お
布
施
な
ど
）、
娯
楽
休
養
費
、

③
労
働
生
産
性
で
あ
る
。 

　

あ
る
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
国
全
体
の
最
低

賃
金
は
、常
に「
②
ゆ
と
り
あ
る
個
人
消
費
」

に
比
べ
て
下
回
っ
て
い
る
。
二
〇
〇
八
年
頃

か
ら
最
低
賃
金
が
「
①
個
人
消
費
」
の
額
す

ら
下
回
っ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
こ
の
傾
向

は
そ
の
後
も
変
化
が
な
く
、
二
〇
一
〇
年
の

時
点
で
労
働
者
の
賃
金
は
生
活
で
き
る
水
準

を
下
回
っ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
必
要
生
活
費
に
関
す
る
調
査
結
果

　

八
つ
の
県
に
お
い
て
労
組
が
必
要
生
活
費

に
関
す
る
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
に
よ

れ
ば
、
基
本
的
な
生
活
の
た
め
に
必
要
な
費

用
は
、
単
身
の
場
合
、
日
額
で
四
六
二
バ
ー

ツ
、
月
額
一
万
三
八
六
九
バ
ー
ツ
、
家
族
で

は
日
額
七
四
〇
バ
ー
ツ
、
月
額
二
万
二
二
〇

七
バ
ー
ツ
で
あ
る
と
い
う
数
値
が
判
明
し
た
。

最
低
賃
金
は
二
〇
一
三
年
一
月
一
日
に
全
国

一
律
で
日
額
三
〇
〇
バ
ー
ツ
に
な
る
が
、
こ

の
水
準
が
い
か
に
低
い
か
が
こ
の
調
査
結
果

か
ら
わ
か
る
。 

　
経
済
へ
の
影
響
―
中
小
零
細
企
業
で
の
解
雇

な
ど

　

最
低
賃
金
が
全
国
一
律
で
三
〇
〇
バ
ー
ツ

に
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
く

つ
か
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
①

中
小
企
業
を
中
心
と
す
る
従
業
員
の
解
雇
の

可
能
性
で
あ
る
。
ま
た
、
②
タ
イ
製
品
の
国

際
的
な
競
争
力
の
低
下
、
③
外
国
資
本
の
投

資
が
他
国
へ
離
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
、

④
イ
ン
フ
レ
率
の
上
昇
な
ど
も
考
え
ら
れ

る
。 

　

そ
れ
ら
の
問
題
の
解
決
策
と
し
て
、
労
組

が
提
案
し
た
い
の
は
、
①
中
小
企
業
の
従
業

員
解
雇
に
対
し
て
は
、
政
府
が
資
金
援
助
の

基
金
を
設
立
す
る
こ
と
。
②
に
つ
い
て
は
生

産
技
術
を
重
視
し
て
、
継
続
的
に
労
働
者
の

技
術
向
上
を
図
っ
て
い
く
こ
と
、
な
ど
で
あ

る
。

　

タ
イ
の
イ
ン
フ
レ
率
上
昇
と
い
う
の
は
、

最
低
賃
金
に
原
因
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。

反
対
に
最
低
賃
金
を
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

労
働
者
が
高
い
イ
ン
フ
レ
状
況
の
中
で
生
活

す
る
こ
と
を
助
け
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
て

い
る
。
労
使
は
対
立
す
る
間
で
は
な
く
て
、

お
互
い
に
協
力
し
て
生
産
を
上
げ
て
い
く
べ

き
だ
と
考
え
る
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン

フ
ィ
リ
ピ
ン
労
働
組
合
会
議
（
Ｔ
Ｕ
Ｃ
Ｐ
）

副
会
長

ミ
ラ
グ
ロ
ス
・
オ
ガ
リ
ン
ダ

　
生
活
に
必
要
な
賃
金
と
の
大
き
な
格
差

　

マ
ニ
ラ
首
都
圏
の
賃
金
に
関
す
る
二
〇
〇

八
年
の
デ
ー
タ
を
例
に
と
っ
て
み
て
、
国
民

生
活
の
実
情
を
見
て
み
る
と
、
生
活
に
必
要

な
賃
金
と
し
て
の
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
は
日

額
九
一
七
ペ
ソ
で
あ
る
の
に
対
し
、
平
均
日

給
額
が
四
〇
三
・
七
ペ
ソ
と
格
差
が
生
じ
て

い
る
。
法
定
最
低
賃
金
は
更
に
下
回
り
、
三

八
二
ペ
ソ
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
リ
ビ

ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ
と
平
均
賃
金
と
の
差
は
入
手

可
能
な
二
〇
〇
一
年
以
降
の
デ
ー
タ
で
見
て

み
る
と
、
一
貫
し
て
拡
大
し
て
い
る
。
マ
ニ

ラ
首
都
圏
は
フ
ィ
リ
ピ
ン
国
内
で
は
最
低
賃

金
の
上
昇
率
が
一
番
大
き
か
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
や
は
り
必
要
な
生
活
費
と
の
格
差

は
大
き
い
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
格
差
を
縮
小

す
る
た
め
に
、
労
働
組
合
は
組
合
員
数
の
拡

大
の
活
動
と
と
も
に
労
働
者
の
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
る
。
社
会
保
護
や
賃
金
の
引
き
上

げ
を
求
め
て
政
府
に
対
し
て
ロ
ビ
ー
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

　
最
賃
水
準
の
決
定
の
問
題
点

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
け
る
最
低
賃
金
は
、
法

律
に
よ
っ
て
次
の
四
つ
の
グ
ル
ー
プ
及
び
一

一
の
基
準
に
基
づ
い
て
決
定
さ
れ
る（
４
）。

四
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
い
う
の
は
、
①
労
働
者

と
家
族
の
ニ
ー
ズ
、
②
使
用
者
と
産
業
の
支

払
い
能
力
、
③
比
較
可
能
な
賃
金
、
④
国
の

経
済
の
発
展
で
あ
る
。
ま
た
、
一
一
の
基
準

が
四
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
①

労
働
者
と
家
族
の
ニ
ー
ズ
に
は
「
リ
ビ
ン
グ
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ウ
ェ
イ
ジ
」「
消
費
者
物
価
指
数
」「
生
活
費
の

変
化
」「
労
働
者
・
家
族
ニ
ー
ズ
」「
生
活
水
準

の
向
上
」
が
分
類
さ
れ
る
基
準
で
あ
る
。
②

に
は
「
使
用
者
に
よ
る
支
払
い
能
力
」「
生
産

性
」、
③
に
は
「
一
般
的
な
賃
金
水
準
」、
④

に
は
「
各
種
産
業
へ
の
投
資
の
必
要
性
」「
雇

用
創
出
や
家
計
所
得
へ
の
影
響
」「
経
済
・
社

会
的
発
展
の
要
請
」
と
い
う
基
準
が
設
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
基
準
に
即
し
て
決
定

さ
れ
る
最
賃
の
水
準
だ
が
、
ま
だ
満
足
い
く

水
準
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　

最
低
賃
金
を
決
定
す
る
機
関
は
、
全
国
レ

ベ
ル
の
国
家
賃
金
生
産
性
委
員
会
（
Ｎ
Ｗ
Ｐ

Ｃ
）
と
地
方
レ
ベ
ル
の
地
域
三
者
賃
金
生
産

性
委
員
会
（
Ｒ
Ｔ
Ｗ
Ｐ
Ｂ
ｓ
）
で
あ
る
。
こ

の
国
家
賃
金
生
産
性
委
員
会
と
い
う
の
は
、

政
府
に
対
し
て
勧
告
を
行
い
、
賃
金
に
対
す

る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
設
定
す
る
諮
問
協

議
機
関
で
あ
る
。
こ
の
委
員
会
は
、
地
域
三

者
賃
金
生
産
性
委
員
会
が
決
定
す
る
賃
金
が

適
正
か
ど
う
か
判
断
す
る
。
地
域
レ
ベ
ル
で

は
地
域
の
三
者
委
員
会
が
当
該
の
地
域
で
の

適
切
な
賃
金
水
準
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
設
定

し
て
い
る
。
た
だ
強
調
す
べ
き
こ
と
は
、
委

員
会
は
い
ず
れ
も
提
言
や
勧
告
を
す
る
だ
け

で
あ
り
、
法
的
な
拘
束
力
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
政
府
は
委
員
会
の
提

言
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
い
く
ら
で
も
調
整
し

て
最
終
的
に
は
独
自
の
判
断
で
最
低
賃
金
を

決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
最
賃
制
度
の
課
題
―
低
い
遵
守
率

　

労
組
の
行
っ
た
調
査
に
よ
る
と
、
最
低
賃

金
の
遵
守
率
は
二
〇
一
二
年
の
第
１
四
半
期

現
在
で
七
七
％
で
あ
る
。
加
え
て
、
最
低
賃

金
は
生
活
に
必
要
な
費
用
の
五
〇
％
程
度
の

水
準
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
も
の
の
、
い
ず
れ
に
し
て
も
実
際

に
必
要
な
生
活
費
の
半
分
程
度
で
あ
る
。
さ

ら
に
零
細
企
業
な
ど
は
最
賃
が
適
用
さ
れ
て

い
な
い
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
平
均
的
な

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
家
族
で
あ
る
六
人
家
族
を

養
っ
て
い
く
の
に
は
、
最
賃
で
は
十
分
で
は

な
い
。
物
価
の
上
昇
率
に
最
賃
の
上
昇
が
追

い
つ
い
て
い
な
い
こ
と
も
問
題
で
あ
る
。
最

賃
の
見
直
し
は
長
期
間
行
わ
れ
な
い
と
い
う

問
題
も
あ
る
。
労
組
と
し
て
は
、
定
期
的
な

改
定
が
必
要
で
あ
り
、
イ
ン
フ
レ
が
生
じ
た

際
に
は
賃
金
も
調
節
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
い
る
。　

マ
レ
ー
シ
ア

マ
レ
ー
シ
ア
労
働
組
合
会
議
（
Ｍ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
）

労
使
関
係
委
員
会
書
記

ゲ
ン
テ
ィ
ン
マ
レ
ー
シ
ア
労
働
組
合
組
合
長

ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
イ
ル
テ
ィ
ア
ラ
ジ
ョ

　
最
賃
制
度
導
入
ま
で
の
経
緯

　

マ
レ
ー
シ
ア
の
最
低
賃
金
制
度
は
、
二
〇

一
三
年
一
月
一
日
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
が
、
最
賃
制
度
の
導
入
ま
で
に

は
長
い
道
の
り
が
あ
っ
た
。
Ｍ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
約

一
五
年
前
か
ら
一
貫
し
て
最
賃
の
導
入
を
要

求
し
て
き
た
が
、
政
府
は
失
業
者
の
増
加
や

企
業
の
倒
産
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
最
賃
の

影
響
と
な
る
懸
念
材
料
を
言
い
訳
に
挙
げ
て

拒
否
を
し
て
き
た
。

　

二
〇
〇
九
年
に
な
っ
て
Ｍ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
は
政
府

に
対
し
て
非
常
に
強
く
要
求
を
し
た
。
こ
の

要
求
に
耳
を
傾
け
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
選
挙

で
大
き
な
行
動
に
出
る
用
意
が
あ
る
と
圧
力

を
か
け
た
。
そ
の
結
果
二
〇
一
〇
年
の
中
ご

ろ
に
、
政
府
が
三
者
構
成
に
よ
る
国
内
賃
金

評
議
会
（
審
議
会
）
を
導
入
す
る
こ
と
に
な

り
、
最
賃
制
度
導
入
へ
と
発
展
し
て
い
っ
た
。

労
組
に
と
っ
て
適
正
水
準
、
使
用
者
に
と
っ

て
高
す
ぎ
る
水
準

　

実
施
さ
れ
る
予
定
の
最
賃
水
準
は
、
首
都

を
含
む
半
島
部
で
月
額
九
〇
〇
リ
ン
ギ
ッ
ト
、

島
嶼
部
の
サ
バ
や
サ
ラ
ワ
ク
、
連
邦
領
ラ
ブ

ア
ン
の
地
域
で
は
八
〇
〇
リ
ン
ギ
ッ
ト
と

な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
国
レ
ベ
ル
平
均
賃
金

の
四
九
・
九
％
に
相
当
す
る
が
、
こ
の
水
準

は
労
組
の
見
解
で
は
あ
る
程
度
妥
当
な
水
準

と
考
え
て
い
る
。
あ
ま
り
に
高
い
最
低
賃
金

は
、
逆
に
失
業
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

失
業
率
が
高
い
時
期
に
、
と
り
わ
け
低
熟
練

層
が
高
失
業
の
と
き
は
、
最
賃
を
上
げ
る
べ

き
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
途
上
国
に
お

け
る
全
国
に
適
用
さ
れ
る
最
賃
は
、
平
均
賃

金
の
四
〇
％
を
下
回
っ
て
い
て
も
適
切
で
あ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
イ
ン
フ
レ
率
、
生
産
性
、

雇
用
情
勢
な
ど
を
考
え
な
が
ら
水
準
を
決
定

す
る
必
要
が
あ
る
。

　

だ
が
、
使
用
者
側
は
導
入
さ
れ
る
予
定
の

最
賃
の
水
準
が
高
す
ぎ
る
と
し
て
お
り
、
既

に
四
五
〇
〇
も
の
企
業
が
政
府
に
対
し
て
最

賃
制
度
導
入
の
先
送
り
を
要
求
し
て
い
る
。

最
賃
の
導
入
は
市
場
の
原
理
を
歪
め
マ
イ
ナ

ス
の
結
果
を
生
み
か
ね
な
い
こ
と
や
、
特
に

賃
金
水
準
の
低
い
層
で
失
業
者
が
増
え
る
可

能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
地
方

で
は
社
会
的
弱
者
が
影
響
を
受
け
る
と
し
て
、

国
全
体
と
し
て
の
失
業
率
が
高
く
な
る
と
い

う
意
見
も
あ
る
。

　

使
用
者
は
最
賃
制
度
を
歪
め
て
解
釈
し
て

い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
ホ
テ
ル
業

界
の
給
与
は
基
本
給
に
対
し
て
サ
ー
ビ
ス
料

に
基
づ
く
給
与
分
、
交
通
費
や
食
費
、
時
間

外
手
当
が
加
算
さ
れ
る
。
基
本
給
は
低
い
水

準
に
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
料
分
の
給
与
等
で
生

活
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
あ
る
。

使
用
者
の
中
に
は
手
当
を
最
低
賃
金
の
中
に

含
め
て
計
算
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
法
令
違

反
を
免
れ
よ
う
と
す
る
者
も
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
行
為
は
労
組
に
と
っ
て
受
け

入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
政
府
に
不
服

と
し
て
申
し
立
て
、
今
の
国
会
で
審
議
さ
れ

て
い
る
。
Ｍ
Ｔ
Ｕ
Ｃ
と
し
て
は
衣
食
住
、
教

育
、
医
療
費
と
い
っ
た
基
本
的
に
文
化
的
な

生
活
が
で
き
る
よ
う
な
リ
ビ
ン
グ
ウ
ェ
イ
ジ

を
最
低
賃
金
の
中
に
反
映
さ
せ
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。
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